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16障害者基本法
前期

第1期~2005年

5障害者自立支援法第2期~2012年

83障害者総合支援法後期第3期2013年

- 設立時期 ・ 事業内容 ・ 休憩スペースに着目して -

就労継続支援 B 型事業所 働く場における としての

空間の現状と課題

障害者自立支援法によって位置付けられた

障害者が雇用契約を結ばずに各事業所で

手工業や内職などの作業を行い、

その工賃を受け取る就労方法

雇用契約を結ばない

→労働関係法令は適用されない

休憩室・設立時期・事業内容等の条件を比較し、

2013

障害者総合支援法

2006

障害者自立支援法

1970

障害者基本法
企業の障害者法定雇用率の引き上げ

障害者雇用対象事業主の範囲拡大

障害のある人が利用できるサービスの
充実や推進を図るため、
自立支援法に代わって総合支援法が成立

作業室についての研究

年代的に研究

特定の障害に関する研究

作業室以外に関する研究

年代を横断的に研究

複数の障害を扱う研究

就労系福祉施設の空間に着目した研究は少なく、
2024 年の加藤らによる就労支援施設の作業スペースについて
の研究 1)2) がある

既往研究
本研究

研 究
目 的

WAMNET4) に登録されている
名古屋市内の就労継続支援 B 型事業所　280 件

アンケート用紙を調査対象施設に送付
104 件の回答 (5 件不着・回収率 37.8%)

アンケート調査結果を
・設立時期
・事業内容
・休憩室の有無 / 広さ等　を中心にクロス集計

現状の空間についての不満を自由記述とした

平面図の提供があった 9 事業所

・休憩室の様子
・作業室の様子
・エントランスの様子
・空間構成

分類・分析を行う。
第 1 期 第 2 期 第 3 期

前期 後期

障害者基本法 自立支援法 総合支援法

法律の成立時期により、３つの期に分けた
第 1 期と第 2 期を合わせて前期、
第 3 期を後期とする

第 3 期・後期が増加していることが分かる
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２ | 調査概要 ３ | アンケート調査結果

１ | はじめに
就労継続支援 B 型とは

空間の現状と課題を明らかにしたい

既往研究・研究目的

障害者の社会への進出が進んでいる

障害の有無に関わらず、
働く場の環境改善が進められている

1) 調査対象施設

2) 調査方法
①アンケート調査分析・自由記述分析 ②平面図分析
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事業所の設立時期の推移 (n=104)

サービス業系事業所に休憩室が多い。

軽作業系の事業所は休憩室が平均より少ない。

企業・NPO によって設立された事業所は、

休憩室の有る割合が全体の平均よりも少ない。
後期の休憩室の方が作業室に対する休憩室の広さが広い。

種類が多くなるほど軽作業系が増加

→障害の種類が増えると作業は軽作業化する

後期はテナントを利用する事業所の割合が増加

身体障害者が多い事業所では、軽作業が多い後期では、サービス業系事業と、その他の事業が増加してる。

前期は利用者の親・社会福祉法人、後期は企業による設立が多い。 後期になると精神障害者の割合が増す。



自由記述では、「もう少し広いスペースが欲しい」等、狭さについての不満が目立った。

テナントを利用する事業所が 67.6% あり、間取りの変更が難しいことも原因の一つと考えられる。

又、「面談のスペースがもう少し欲しい」、「トイレを増やしたい」等、作業室以外の要素についての不満も

挙げられた。ここで、自由記述についての分類を行った。

また、B 型事業所の設置要件には相談室があるが平面図分析で扱った事業所では人の往来の多い多目的室内

に、パーテーションにより仕切られていることが多かった。自由記述でも相談室の設置を希望する事業所が

複数あり、就労支援という場で利用者のプライバシーが十分に確保されているかどうかが課題である。
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4 | 平面図分析

分類事業所について 分類系について

休憩室・エントランス兼用系
人の往来が多い。
「心を落ち着かせる場所」としては適していない。

多目的室をエントランス・相談室等と兼ねている。
相談室が多目的室内で、パーテーションによる設置。
スタッフに独立したスペースがない。

事業所-0020

休憩室・通路兼用系 ある程度目が届くが、作業室から離された空間。
動線上設置される家具に制限が生じる可能性がある。

階段から事務室までの空間が多目的室で、通路を兼ねる。
吹抜があり、休憩室としている多目的室と作業室が上下に
繋がる空間構成である。独立した相談室は設けられておらず、
事務室のどちらかを利用するようである。

事業所-1010

休憩室独立系
事業所によっては全く目が届かなくなることもある。
一人で落ち着く場所・カームダウンの場として利用できる。

休憩室と訓練作業室の面積がほぼ等しく、
かなり広いスペースを休憩室としている。
アンケートでは、休憩室の広さを「少し広い」としており、
ここまで広いスペースは必要としていないことが分かる。
1階部分が生活支援の場で、相談室が設けられている。

事業所-0022

5 | 自由記述

1)厚生労働省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>障害者福祉>障害福祉サービス等>障害者の就労支援対策の状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

2)3)加藤竜舞/脇坂圭一 (2024)　「障害者就労支援施設における利用者・職員からみた作業スペースに関する研究　その1/2」

4)WAMNET　障害福祉サービス等情報公表システムデータ　オープンデータ

6 | 結論

本研究では、以下のことが明らかになった。

・2013 年以降に設立された事業所が多く、その約 7 割が企業による設立で、

新しい事業所はテナントを利用することが多い。

・受け入れる障害の種類が増えると作業は軽作業化する。

・休憩室の有無に設立時期による違いはない。

しかし、NPO・企業による設立は休憩室が少なく、事業内容から比較すると、

内職を行う事業所に休憩室がないことが多い。

・休憩室の作業室に対する広さは、前期よりも後期の事業所の方が比較的広く、一方で

作業室が狭いと感じている事業所も多いことから、テナントであることによる、間取り

の自由度が低いことも原因の一つであると考えられる。

・相談室が多目的室の中であったり、相談室をその専用スペースとして設置していなか

ったりする事業所もあり、利用者のプライバシー保護の観点で課題といえる。

・独立した休憩室は障害の特性によっては適していない場合がある。

今後の展望として、特に相談室については就労継続支援という就労移行の場であること

から、一般就労の場と同等以上に重視されるべきと考える。

相談室の重要性は高いと言え、更なる研究が必要である。

現状、休憩室を休憩室として独立して設けている事業所は、平面図提供のあった 9 件中、事業所 -0022 の 1 件のみであった。他の事業所は、多目的室を休憩室としており、その多目的室に様々な要素

を入れこんでいる。例えば、エントランスやその他の室への通路、相談室あるいは物販スペース等である。そこで、多目的室・休憩室と兼ねる要素により 9 事業所を 3 つに分類した。

ここでは代表例 3 事業所を示している。

休憩室・エントランス兼用系 休憩室・通路兼用系 休憩室独立系
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